
(法第10条第1項第7号関係)

友好学園深草こどもの家・

京都モンテッソーリ教師養成コース

学校法人設立準備会

１　事業実施の方針

　　　・以下の事業に対し広く積極的な支援を行い確実に実施すること

２　事業の実施に関する事項

　(1)非営利活動に関する事業

①

②

(単位：千円)

③

① R5.4.1.～

随時

② 深草こどもの家

週1～2回程度

③ 3名以上

① R3.4.1.～

通年

② 深草こどもの家

③ 3名以上

① R5.6.1.頃

② 深草こどもの家

③ 5名以上

⑤

深草こどもの家
京都モンテッソー
リ教師養成コース

④

令和5年度の事業年度の事業計画書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

事業名
(定款に記載
した事業)

具体的な事業内容

当該事業の
実施予定日時

事業費の
予算額

④
受益対象者
の範囲

当該事業の
実施予定場所

⑤ 予定人数
従事者の
予定人数

500人以上

友好学園深草こども
の家の学校法人化
に係る広報活動を行
う

深草こどもの家の1年DVDをオ
ンラインにて上映
深草こどもの家、関係者による
オンライントークイベントの実施

④
チケット購入者
参加者

⑤ 不特定多数

広く寄付を募り、集
まった寄付金の管理
をする

深草こどもの家
京都モンテッソー
リ教師養成コース

④

⑤ 不特定多数

深草こどもの家やモンテッソーリ
教師養成コースの関係各所に
向けての寄付募集連絡、既寄
付者への経過報告等をSNS・
メールマガジン・手紙などで行
い、関係を継続させる。

友好学園職員・関係者、後援会員、
その他外部関係者からのアドバイス
や協力を仰ぎつつ広報活動、方針
の検討・実施をする。

準備会員、サポートメンバーによる
会議を適宜開催する。

100

100

300


